
 

 

 

 

 

 

資 料 
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香川大学総合情報センター規程 

 

趣旨  

第 条 規程 国立大学法人香川大学組

織規則第 条第 項 規定 基 香川

大学総合情報セン セン

いう 関 必要 事項を定  

目的  

第 条 セン 香川大学 学

いう 情報化推進並び 情報基

盤 を含 情報 情報

いう 整備 管理 運営

支援を行い 教育研究及び大学 運営 資

情報 及び情報通信 術

応用 関 研究 教育を行い 展

寄 を目的  

業務  

第 条 セン 各号 掲 業務を

行う  

 大学情報及び情報基盤 戦略的整備

計 策定 関  

 情報通信 術を活用 教育環境

整備計 電子教材製作支援 関

 

 全学基盤 係 情報 構築

及び管理運用 関  

 ネッ ワ 関  

 情報セ 施策及び実施

関  

 総合情報セン 提供 各種情

報 関 問合

対応 関  

 国立情報学研究所等 学外情報ネッ

ワ 連携 関  

 情報 検 評価 関

 

 他業務 実施 関 必要 調査

研究 関  

組織  

第 条 セン 前条 業務を遂行

各号 掲 部門を置く  

 情報戦略部門 

 教育 ン部門 

 教育 部門 

 ネッ ワ 部門 

 情報セ 部門 

 部門 

分室  

第 条 セン 木 学部 ャンパ

林 ャンパ 及び 木 農学部 ャンパ

分室を置く  

 分室 関 必要 事項 定  

構成員  

第 条 セン 各号 掲 者を

構成  

 セン 長 

 セン 担当教員 

 他必要 者 

 セン 副セン 長を置く

 

 セン 各部門 部門長を置く

 

セン 長  

第 条 セン 長 任命 学長 指

理事又 副学長 推薦 基 学専任教

授 中 学長 行う  

 セン 長 セン 業務を統括  

 セン 長 任期 再任を妨

い 任期 日 当 セン

長を任命 学長 任期 日 前

い  

 前項 規定 わ セン 長 辞
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任を 場合又 員 場合 任者

任期 前任者 残任期間  

セン 長 選考時期  

第 条 セン 長 選考 各号

当 場合 行う  

 任期 満了  

 辞任を申 出  

 員  

 セン 長 選考 前項第 号 場合

任期満了 前 項第 号又

第 号 場合 や 行う  

副セン 長  

第 条 第 条第 項 基 副セン 長を

置く セン 長 推薦 基 学

長 指 理事又 副学長 任命  

 副セン 長 セン 長 職務を補佐

 

 副セン 長 任期 再任

セン 長 任期を

超え い  

 前項 規定 わ 副セン 長

辞任を 場合又 員 場合 任

者 任期 前任者 残任期間  

部門長  

第 条 第 条第 項 基 各部門 部門

長を置く セン 長 推薦 基

学長 指 理事又 副学長 任命  

 部門長 部門 業務を統括  

 部門長 任期 再任を妨 い

部門長 辞任を 場合又 員

場合 任者 任期 前任者 残任

期間  

セン 担当教員  

第 条 セン 主担当教員 任命 学長

行う  

 候補者 教育研究業績 審査 い 学

長 付 場合 い 香川大学総

合情報セン 会議 審査 セン 主担

当教員候補者を報告  

 客員教授等  

第 条 セン 客員教授及び客員准教授

客員教授等 いう を置く

 

 客員教授等 称号付 セン 長 申

出 基 学長 行う  

 前項 申出 セン 選考 候補者

を推薦 行う  

 客員教授等 第 条第 項第 号及び第

号 掲 構成員を兼務  

事務  

第 条 セン 事務 セン 関係

学部事務課 協力を得 総合情報セン

及び学術部情報 い 処理

 

雑則  

第 条 規程 定 セン

関 必要 事項 定  

附 則 

 規程 成 日 施行

 

 規程 施行 香川大学総合情報基

盤セン 規則 成 日制定

廃  

 規程 施行 現 セン 長 あ

者 任期 第 条第 項及び第 項 規

定 わ 成 日ま

 

附 則 成 日  

規程 成 日 施行  

附 則 成 日  

規程 成 日 施行  

附 則 成 日  

規程 成 日 施行

成 日 適用  

附 則 成 日  

規程 成 日 施行  
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附 則 成 日  

 規程 成 日 施行

 

 規程 施行 現 セン 長 あ

者 任期 第 条第 項及び第 項 規

定 わ 成 日ま

 

 規程 施行 現 部門長 あ 者

任期 第 条第 項 規定 わ

成 日ま  

附 則( 成 日) 

規程 成 日 施行

 

附 則( 成 日) 

規程 成 日 施行  

附 則( 和 日) 

規程 和 日 施行  
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香川大学総合情報センター会議規程 

 

趣旨  

第 条 規程 香川大学組織運営規則第

条 第 項 規定 基 香川大学

総合情報セン 会議 セン 会議

いう 関 必要 事項を定  

任務  

第 条 セン 会議 総合情報セン

セン いう 滑 運営

を 各号 掲 事項を審議

 

 セン 業務 関 事項 

 セン 担当教員選考 関 事項 

 他セン 長 管理運営及び教

育研究 関 必要 事項 

組織  

第 条 セン 会議 各号 掲 委

員を 組織  

 セン 長 

 セン 担当教員 

 各学部 選出 教員各 人 

 地域マネ ン 研究科 選出

教員 人 

 学部附属病院 選出 教員

人 

 学術部長 

 学術部情報  

 他セン 長 必要 認 者 

 前項第 号 第 号ま 及び第 号 委

員 学長 任命  

 第 項第 号 第 号ま 及び第 号

委員 任期 再任を妨 い  

 第 項第 号 第 号ま 及び第 号

委員 員 生 場合 補 委員 任期

前任者 残任期間  

議長  

第 条 セン 会議 議長を置 セン

長を 充  

 議長 セン 会議を招集 主宰  

 議長 事故 あ あ 議長

指 委員 職務を 行  

議事  

第 条 セン 会議 委員 過半数 出席

議事を開く い  

 議事 出席委員 過半数を 決

可否 数 議長 決

 

委員 外 者 出席  

第 条 セン 会議 必要 あ

委員 外 者 出席を求 説明又 意見を聴

 

事務  

第 条 セン 会議 事務 学術部情報

い 処理  

雑則  

第 条 規程 定 セン

会議 関 必要 事項 セン 会議

定  

  附 則 

 規程 成 日 施行

 

 規程 施行 香川大学総合情報

基盤セン 運営委員会規則 成

日制定 及び香川大学情報評価分析セン

規則 成 日制定 廃

 

 規程 施行 現 委員 あ 者

任期 第 条第 項及び第 項 規定

わ 成 日ま  

  附 則 成 日  

規程 成 日 施行  
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附 則 成 日  

規程 成 日 施行  

附 則( 成 日) 

規程 成 日 施行

 

附 則( 和 日) 

規程 和 日 施行  
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香川大学総合情報センター利用規程 

 

趣旨  

第 条 規程 香川大学総合情報セン

規程第 条 規定 基 香川大学総

合情報セン セン いう

及びセン 管理 情報

セン いう 利用 関

必要 事項を定  

利用者  

第 条 セン 及びセン を利用

者 各号 掲

 

 香川大学 学 いう

常勤及び非常勤 職員 う 職員番

号 付 い 者 

 学 学生 研究生等を含

 

 他総合情報セン 長

セン 長 いう 適当 認

者 

利用 申込  

第 条 前条第 号 利用者 所定 事項を

入 セン 利用 録申請書 様式第

号 をセン 長 提出 認を

い  

 セン 長 前条第 号及び第 号 利

用者並び 前項 認を 利用者 セン

利用者ⅠＤ 利用者Ｉ

Ｄ いう を交付  

 利用者ＩＤ 効期限 在籍期間

前条第 号 利用者ＩＤ 効期限

当 度を超え

い  

変更 認  

第 条 セン 利用を 認

者 利用者 いう 利用 録

容 い 変更 生 場合 や

セン 長 届 出 い  

利用時間  

第 条 セン 開館日 掲 日

を除く 日 セン 長 開

館を必要 認 場合 い 限

い  

 国民 祝日 関 法 昭和

法 第 号 規定 休日 

 日 翌 日ま

 

 他セン 長 閉館を必要 認

日 

 セン 施設 利用時間 セン 長

定  

 前項 規定 わ セン

等 害 生 場合又 保 作業を行

う場合 利用を中 又 停

あ  

使用 禁  

第 条 利用者 行 を

い  

所定 手続 を経 セン

を利用 行  

第 者 利用 行  

申請書 虚偽 載を行う行  

機密事項を漏洩 行 又

あ 行  

利用 報告  

第 条 セン 長 必要 応 利用者

対 利用状況 経過等 い 報告を求

 

利用 遵  

第 条 利用者 セン 利用

あ 規程及びセン 会議 審議

を経 事項を遵  

損害賠償  
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第 条 利用者 故意又 重大 過失

使用 係 物品を損傷

損害を弁償 責 を負わ い  

利用 消 等  

第 条 利用者 規程 違反 又 セ

ン 運営 重大 支 を生

セン 長 利用 認を 消

又 利用を一定期間停

 

雑則  

第 条 規程 定 セン

及びセン 利用 関 必要

事項 セン 長 定  

附 則 

 規程 成 日 施行

 

 規程 施行 香川大学総合情報基

盤セン 利用規程 成 日制

定 廃  

附 則 成 日  

規程 成 日 施行  

附 則 成 日  

規程 成 日 施行  

附 則( 成 日) 

規程 成 日 施行  

附 則( 和元 日) 

規程 和元 日 施行  

 

 

 



 

 

香川大学総合情報セン 利用 録申請書 
 
 

        日 

 
 

 香川大学総合情報セン 長 殿 
 

申 請 分 □新規 □ 消 利用目的 □研究 □教育 □事務 □ 他       

 

申

 

請

 

者 

所 属  職   

  

職員番号 
 

氏               印 

連 絡 先 電 :    －          ( 線    ) 

Email: 

 
 
 

録 
 

者 

□ 
一括 録 

録 者 

 
添  

□ 

個 録 

所 属  職   

  
録希望 

ＩＤ 

 

 氏   

連 絡 先 電 :     －    ( 線    ) 

Email: 

利 用 期 間            日             日  ま  

備 考  

 
 

入 い く い  

付 日         日 整 理 番 号 第        号 

利 用 者 Ｉ Ｄ  パ ワ   

効 期 限         日  

 
 申請を 認 ま  
 

          日 

 
 
 
 

香川大学総合情報セン 長 
 

 

 

(注) 一括 録用 録者 必要項目 い 電子 付 ま  

(様式第１号) 

提供い く個人情報 ま 総合情報セン 機器 利用 録 利用 を目的 提供い 目的

範 利用 限定い ま  

個人情報を 提供い く 明示 目的 範 を越え 個人情報を利用 必要 生 場合 事前 目的を 連絡い

ま  

 



 

 

紙 録者  

  所   属  職    氏           録希望 ID 連絡先 電子 等 
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香川大学キャンパス情報ネットワーク運営規則 

 

趣旨  

第 条 規則 国立大学法人香川大学

大学法人 いう ャンパ 情

報ネッ ワ 学 ネッ ワ

いう 管理運営 い 必要 事項

を定  

定義  

第 条 規則 用語 意義

各号 掲  

 部局 教育学部 附属教育

研究施設及び附属学校を含 法

学部 経済学部 学部 創造工学部

農学部 附属教育研究施設を含

地域マネ ン 研究科 書館 博

物館 各機構 学部附属病院 総合

情報セン セン い

う 及び法人 部をいう 場合

い セン 外 学 共 教

育研究施設等 施設等 い

う い 施設等 設置場所

ャンパ あ 法人 部

木 学部 ャンパ あ

学部 林 ャンパ あ 創造

工学部 木 農学部 ャンパ あ

農学部 部局 含  

 部局長 前号 規定 部

局 長をいう  

 ネッ ワ コン

端 装置等を相互 接続

通信 及び接続用機器をいう  

 学 ネッ ワ 基 ネ

ッ ワ 支線ネッ ワ 構成

をいう  

 基 ネッ ワ ャン

パ 間並び ャンパ 部

局間及び建物間を結ぶネッ ワ を

いう  

 支線ネッ ワ 基 ネ

ッ ワ 接続機器 接続 建

物 ネッ ワ をいう  

分  

第 条 学 ネッ ワ 機能 教育研究

用ネッ ワ 診療用ネッ ワ 及び事

務用ネッ ワ 分  

管理責任等  

第 条 学 ネッ ワ を管理運営

総括責任者を置 総合情報セン 長

セン 長 いう を 充  

 基 ネッ ワ セン い 管

理運用 管理者 セン 長を

充  

 支線ネッ ワ う 教育研究用ネッ

ワ 当部局 い 管理運用

管理者 当 部局長 部局管理者

いう を 充  

 支線ネッ ワ う 診療用ネッ ワ

学部附属病院 い 管理運用

部局管理者 学部附属病院長を 充

 

 支線ネッ ワ う 事務用ネッ ワ

学術部 い 管理運用 管

理者 学術部長を 充  

 複数部局 一体 運用 支線ネ

ッ ワ い 関係部局 協議

当 支線ネッ ワ 共通 担当者を置

く  
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利用者 資格

第 条 学 ネッ ワ 接続

者 各号 1 掲 者  

 大学法人職員 

 部局管理者 許可 者 

 他セン 長 適当 認 者 

利用 範  

第 条 学 ネッ ワ 教育研究用 診

療用及び事務用 外 目的 利用

い  

雑則  

第 条 規則 定 学 ネ

ッ ワ 運営 関 必要 事項

定  

  附 則 

規則 成 日 施行  

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行

成 日 適用  

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行  

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行

成 日 適用  

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行  

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行

 

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行  

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行  

附 則( 成 日) 

規則 成 日 施行  

附 則( 和 日) 

規則 和 日 施行  
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香川大学キャンパス情報ネットワーク運営細則 

 

趣旨  

第 条 細則 香川大学 ャンパ 情報

ネッ ワ 運営規則第 条 規定 基

学 ネッ ワ 運営 関 必要 事項

を定  

学 ネッ ワ 管理運用  

第 条 総合情報セン セン

いう 香川大学総合情報セン 会

議 セン 会議 いう 策定

運営方針 従い 学 ネッ ワ 管

理運用 関 各号 掲 業務を行う  

 基 ネッ ワ 良好 動作状態

維持 

 基 ネッ ワ 支線ネッ ワ

接続 関 術的指導及び支援 

 学 ネッ ワ 接続 機器

ン 及びＩＰ 空間 管

理 

 学外ネッ ワ 接続 関

業務 

 ネッ ワ 機器及び 接続形態

関 各部局 対 術的支援 

 他セン 会議 付

業務 

 セン 前項第 号 掲 機器

ン 及びＩＰ を割 当 場合

当 部局 協議  

 基 ネッ ワ を構成 機器 セン

長 許可 く改修等を行 い  

 教育研究用ネッ ワ 支線ネッ

ワ コン 等を他部局 管理

支線ネッ ワ 接続 場合 当

部局間 協議  

教育研究用ネッ ワ 管理運用  

第 条 支線ネッ ワ う 教育研究用

ネッ ワ 管理運用 セン 会議

策定 運営方針 従い 当 部局 い

各号 掲 業務を行う  

 教育研究用ネッ ワ 利用諸手続 

 教育研究用ネッ ワ 良好 動

作状態 維持及び管理 

 他教育研究用ネッ ワ 管

理運用 関 必要 事項 

 教育研究用ネッ ワ 管理運用業務を

補佐 部局担当者 術 事務 を

置 部局管理者 指  

 細則 定 教育研究用

ネッ ワ 扱い い 定

 

診療用ネッ ワ 管理運用  

第 条 支線ネッ ワ う 診療用ネッ

ワ 管理運用 セン 会議 策定

運営方針 従い 学部附属病院 い

各号 掲 業務を行う  

 診療用ネッ ワ 利用諸手続 

 診療用ネッ ワ 良好 動作状

態 維持及び管理 

 他診療用ネッ ワ 管理運

用 関 必要 事項 

 診療用ネッ ワ 管理運用業務を補佐

部局担当者 術 事務 を置

部局管理者 学部附属病院長 指

 

 細則 定 診療用ネッ

ワ 扱い い 定  

事務用ネッ ワ 管理運用  

第 条 支線ネッ ワ う 事務用ネッ

ワ 管理運用 セン 会議 策定

運営方針 従い 学術部 い 各

号 掲 業務を行う  



 

45 

 

 事務用ネッ ワ 利用諸手続 

 事務用ネッ ワ 良好 動作状

態 維持及び管理 

 他事務用ネッ ワ 管理運

用 関 必要 事項 

 細則 定 事務用ネッ

ワ 扱い い 定  

基 ネッ ワ へ 接続  

第 条 基 ネッ ワ 支線ネッ ワ

を接続 う 者 当 部局管理者

申 出  

 部局管理者 前項 申 出を

を必要 認 場合 セン 長 申請

相互接続 認を得 必要 事項 割当を

 

 接続 係わ 経費 い 支線ネッ

ワ 接続者 負担  

教育研究用ネッ ワ へ 接続  

第 条 支線ネッ ワ う 教育研究用

ネッ ワ 機器を接続 う 者

申請者 いう 当 部局管

理者 所定 申請書を提出  

 所属部局 異 部局 支線ネッ ワ

機器を接続 う 所属部局

管理者を経 接続 う 支線ネッ

ワ 部局管理者 所定 申請書を提出

 

 部局管理者 第 項及び前項 基 く申

請 適当 あ 認 番

号を付 許可  

 部局管理者 前項 許可を

セン 長 や 報告  

 教育研究用ネッ ワ 機器を接続

者 利用を 場合 所属部

局 部局管理者又 接続 い ネッ ワ

部局管理者 届 出  

 部局管理者 前項 届 出 あ

セン 長 や 報告

 

 接続及び廃 係わ 経費 い 申

請者 負担  

学 ネッ ワ 変更  

第 条 基 ネッ ワ 変更 支線ネッ

ワ 基 ネッ ワ 接続機器 接続

形態 重要 変更及び新 い コ 使

用 セン 会議 審議  

 部局 い 教育研究用ネッ ワ 診

療用ネッ ワ 又 事務用ネッ ワ を

変更 う あ セン

長 協議 い  

支線ネッ ワ 変更  

第 条 支線ネッ ワ 部 い 基

ネッ ワ 運用 影響を及 う 変

更を行 う 者 事前 部局管理者

申 出  

 部局管理者 前項 申 出を 場合

セン 長 連絡協議 必要 認

を 認  

学 ネッ ワ 運用を担当 者 遵

事項  

第 条 セン 長 セン 職員 部局管

理者及び部局担当者 学 ネッ ワ を

利用 通信 秘密を侵 い  

ネッ ワ 利用者 責任  

第 条 ネッ ワ 利用者 利用者

いう 部局管理者 許可 ＩＰ

外 を用い ネッ ワ

機器を接続 い  

 利用者 学 ネッ ワ 滑 運営

を妨 い う 良識を 利用

い  

 利用者 故意又 重大 過失 ネッ

ワ 害 生 場合 責任を負わ

い  

 利用者 原則 接続 ネッ ワ

機器を OS 等 セ ッ を
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適用及びウ 対策ソ を導入 最新

状態 利用 い 当

ネッ ワ 機器 導入時及び長期間 接

続等 場合 遅滞 く対処 当

ネッ ワ 機器 動作可能 ウ 対

策ソ 存在 い場合 全性 確保

い 除く ま 当

ネッ ワ 機器 実験 検査用等 特

事情 対応 い場合 部局管理者 許

可を得  

接続許可 消 及び利用 制限  

第 条 セン 長又 部局管理者 利用

者 細則 他関連 規則等 違反

断 コン 等

接続許可 消 又 利用を制限

 

 セン 長 部局管理者及び部局担当者

協議 必要 応 利用者 利用状況を

調査  

維持 関 経費  

第 条 基 ネッ ワ 維持 要 経

費 い セン 会議 定

 

 支線ネッ ワ 維持 要 経費

原則 当 部局 負担  

損害 補償  

第 条 利用者 学 ネッ ワ 利用

被 損害 原因 わ 補

償 い  

雑則  

第 条 細則 定 学

ネッ ワ 運営 関 必要 事項 セ

ン 会議 定  

附 則 

細則 成 日 施行  

附 則 成 日  

細則 成 日 施行  

附 則 成 日  

細則 成 日 施行  

附 則 成 日  

細則 成 日 施行

 

附 則( 成 日) 

細則 成 日 施行

 

附 則( 和 日) 

細則 和 日 施行  

 


